
保険金額の設定方法

（１）建物（建物保険金額設定上限額方式）
建物保険金額は当社が定める建物の標準評価額の上限（建物保険金額設定上限額）（注）以下、かつ、100万円以上1万
円単位でお決めください。ただし、建物保険金額設定上限額の10％が下限となります。

（注）標準評価額の上限を超える評価額（個別評価額）の根拠をご提示いただいた場合には、建物保険金額設定上限額を、その個別評価額に変更
　することも可能です。なお、その個別評価額が標準評価額の上限の1.5倍を超える場合には、根拠資料（不動産売買契約書（写）

　 や工事請負契約書（写）等）のご提出が必要となります。

●建物保険金額の設定につきましては、次の点にご注意ください。
①標準評価額は、再調達価額を基準として算出されます。事故が発生した場合に十分な補償を受けられるよう、標準評価額の範囲内でのご

契約をおすすめします。
②建物の基礎、門・塀・垣、付属建物（延床面積が66m2未満の物置・車庫等）は、ご契約時に含めない旨のお申出がない限り、保険の対象に含ま

れます。保険の対象に含めない場合は、標準評価額が変更となります（マンション戸室の場合を除きます。）。
③同一の建物について複数のご契約をされると、ご契約を1つにした場合に比べ、保険料が割高となることがあります。

当社所定の
標準評価額の範囲

建物保険金額設定上限額

保険金額を
設定可能な範囲

建物保険金額設定の下限：
293万円

　（建物保険金額設定上限額の10％
   または100万円のいずれか高い金額）

標準評価額の上限：2,925万円

標準評価額の下限：1,575万円

標準評価額の範囲内
での保険金額設定を
おすすめします！

【建物の標準評価額と建物保険金額の設定について（例）】

※所在地、構造、延床面積
により算出された評価
額の±30％の範囲をい
います。

（注）家財を保険の対象とする場合、「家財（長期用）特約」がセットされます。

保険の対象
1万円、3万円、5万円、10万円

1万円、3万円、5万円
建　物
家　財

建物と家財について、免責金額をお決めください。

（１）損害保険金

（2）損害防止費用
損害保険金をお支払いする事故があった場合、損害の発生または拡大の防止のため消火活動で必要または
有益な所定の費用（消火薬剤の再取得費用等）を支出したときに、その実費を損害防止費用としてお支払い
します。

免責金額の設定方法

お支払いする保険金の額

【全焼・全壊（注）の場合】 損害保険金  建物保険金額＝  

損害保険金  損害の額＝  免責金額－【全焼・全壊以外の場合】
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額を限度とし、免責金額は1回の
事故ごとに適用します。

【建物の場合】

（注）全焼・全壊とは、次の算式による割合が80％以上である損害をいいます。
保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積

保険の対象である建物の延床面積
「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損を被った部分の床面積を含みません。

①損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します（盗取の場合は再調達価額とします。）。修理費（修理または
交換費用のうちいずれか低い額）には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って
生じた残存物がある場合は、その価額を差し引きます。

②損害を被った保険の対象が庭木または屋外設備の場合で、損害の額が1回の事故につき100万円を超えるときは、庭木また
は屋外設備のそれぞれについて敷地内ごとにその損害の額を100万円とみなします。庭木については、同一の事故により建物
も損害を受け7日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。

●損害の額の算出方法は以下のとおりです。

①損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します（盗取の場合は再調達価額とします。）。修理費（修理または
交換費用のうちいずれか低い額）には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って
生じた残存物がある場合は、その価額を差し引きます。

②損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について100万円を超えるときは、その損害の額を
100万円とみなします。

③通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が生じた場合に限り、損害保険金をお支払いします。ただし、
その損害の額の合計が1敷地内につき30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。なお、「2つの補償プラン」
では盗難による損害を補償しておりません。

④預貯金証書（通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。）については、盗難によって現金が引き
出される損害が生じた場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いします。ただし、その損害の額の合計
が1敷地内につき300万円を超える場合は、その損害の額を300万円とみなします。なお、「2つの補償プラン」では盗難
による損害を補償しておりません。

●損害の額の算出方法は以下のとおりです。

【全焼・全壊時の建物保険金額全額払】
80％以上
損害が延床面積の 建物保険金額を

全額お支払い全焼・全壊時（延床面積に対する損害の割合が80%以上）
には、建物保険金額をそのままお支払いいたします。

建物と家財について、保険金額をお決めください。
※地震保険の保険金額の設定方法は、取扱いが異なります。 詳しくは10ページをご参照ください。

【家財の場合】（家財（長期用）特約をセットする場合）

損害保険金  損害の額＝  免責金額－

ただし､損害保険金として支払う額は、1回の事故につき特約家財保険金額（事故が破損、汚損等である場合は100万円または
特約家財保険金額のいずれか低い額）を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。

（2）家財（家財（長期用）特約をセットする場合）

（ご参考）標準世帯における家財の評価額（再調達価額）の目安（平成27年11月現在）　
下記の評価額を参考にして、保険金額を設定してください。

世帯主の年令 家族構成 夫婦のみ 夫婦+子供（18才未満）1人 夫婦+子供（18才未満）2人
27才以下
28才～32才
33才～37才
38才～42才
43才～47才
48才以上

500万円
590万円
780万円

1,070万円
1,370万円
1,440万円

590万円
680万円
870万円

1,160万円
1,460万円
1,560万円（注1）

680万円
770万円
960万円

1,250万円
1,550万円
1,650万円（注2）

特約家財保険金額は再調達価額以下、かつ、50万円以上1万円単位でお決めください。

※同一の家財について複数のご契約をされると、ご契約を1つにした場合に比べ、保険料が割高となることがありますのでご注意ください。

（注1）夫婦以外に、18才以上の方が1人の場合
（注2）夫婦以外に、18才以上の方が1人と18才未満の子供が1人の場合

手 順
保険の対象に応じて保険金額と
免責金額をお決めください。

3 保険金額と免責金額
以下の免責金額よりお選びください。

●標準評価額（例）の算出条件（平成27年11月現在）
　　・所在地：神奈川県
　　・構造：Ｔ構造（耐火）
　　・延床面積：100㎡
　　・1㎡当たり新築費単価：22.5万円
　標準評価額（当社所定の標準評価額の中点）
　　＝22.5万円×100㎡
　　＝2,250万円
　標準評価額の上限
　　＝22.5万円×100㎡×130％
　　＝2,925万円
　標準評価額の下限
　　＝22.5万円×100㎡×70％
　　＝1,575万円
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